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令和 ４ 年 ６ 月３０日 

〇規則 

 小田原市職員被服等貸与規則の一部を改正する規則 
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小田原市職員被服等貸与規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

  令和 ４ 年 ６ 月３０日 

 

小田原市長 守 屋 輝 彦       

 

小田原市規則第３１号 

小田原市職員被服等貸与規則の一部を改正する規則 

小田原市職員被服等貸与規則（昭和３７年小田原市規則第５号）の一部を次のように

改正する。 

別表中 

「 
５ 栄養士 給食帽 １  

」

を

診療衣（コート型） １ 

６ (1) 調理師 

(2) 給食調理員 

給食帽 １ 白長靴は、保育所以

外に勤務する職員の

み 

厨房衣 １ 

白長靴 １ 

 
「 

５ 栄養士 給食帽 １  

」

に

診療衣（コート型） １ 

白短靴 １ 

６ (1) 調理師 

(2) 給食調理員 

給食帽 １ 白長靴及び白短靴は、

保育所以外に勤務す 

る職員のみ 

厨房衣 １ 

白長靴 １ 

白短靴 １ 

改める。 

  附 則 

この規則は、令和４年７月１日から施行する。 


